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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和２年２月３日 １０時ごろ 

発生場所 不明（和歌山県和歌山下津港西方沖） 

事故の概要  漁船若
わか

吉
よし

丸は、ひき縄釣り漁を行う目的で出航したのち、船長が落

水して溺死した。 

事故調査の経過  令和２年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 若吉丸、１.９トン 

 ＷＫ３－１９２１３（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.９０ｍ（Lr）×２.３２ｍ×０.５４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０９.６kＷ、昭和６０年３月３０日 

 第２５２－２７４３４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 昭和４９年８月２３日 

  免許証交付日 平成３０年３月１９日 

         （令和５年１１月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 不明（消波ブロック乗揚げ時にシューピースに破損を生じた。） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１６℃ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、さわら
．．．

ひき縄釣り漁の目的で、令

和２年２月３日０７時００分ごろ和歌山下津港下津区の船だまりを出

航した。 

 船長の親族（以下「本件親族」という。）は、１５時ごろ船長の自

宅を訪れたところ、船長がふだんは昼頃に帰宅していたものの、帰宅

していなかったので心配になり、自らが勤務する会社の船舶を使用で

きるよう手配をするとともに、船長の家族に船長が所属する漁業協同

組合に連絡するよう伝えた。 

 本件親族は、１６時３０分ごろ船長と同じ漁業協同組合に所属する
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僚船と共に本船の捜索を開始し、１７時２０分ごろ同乗していた同僚

に海上保安庁に通報するよう依頼した。 

 和歌山県和歌山市田ノ浦漁港の防波堤で釣りをしていた者は、１８

時１８分ごろ、衝撃音を聞き、周囲を見たところ、消波ブロックに乗

り揚げている本船を発見し、海上保安庁に通報した。 

 船長は、本船に乗船しておらず、海上保安庁の巡視船艇及びヘリコ

プターにより捜索が行われ、５日０９時２０分ごろ和歌山県美浜町日
ひ

ノ
の

御
み

埼南南西方沖を航行中の船舶に発見され、１０時４０分ごろうつ

伏せ状態で漂流しているところを巡視艇により揚収された。 

 船長は、大学法医学教室の医師により死因が短時間（推定）での溺

死、死亡推定時刻が３日１０時ごろと検案された。 

 本船は、本件親族等が乗船した船舶によって引き出され、和歌山下

津港下津区の船だまりにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、来援した海上保安官が移乗した際、機関が極微速力前進の

状態であった。 

 本件親族は、船長がふだんは極微速力前進でひき縄釣り漁を行って

おり、船長が船尾部で魚を揚げる際に使用していた先端に鉤
かぎ

の付いた

棒が船内に無く、また、船長の死亡推定時刻が１０時ごろであるの

で、操業中に落水したと本事故後に思った。 

 本船の船尾部ブルワークの高さは、甲板から約０.３ｍであった。 

 船長は、ふだん和歌山下津港西方沖で操業していた。 

 船長は、発見時、救命胴衣を着用していた。 

 船長は、ふだんから操業中には携帯電話を身に付けておらず、本事

故当日も自宅に携帯電話を置いていた。 

 船長は、本事故当日、体調不良を訴えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、溺死した。 

 本船は、船長が１人で乗り組み、３日０７時００分ごろ和歌山下津

港下津区を出航した後、１８時１８分ごろ田ノ浦漁港の消波ブロック

に無人の状態で乗り揚げているところを発見され、また、船長は、５

日０９時２０分ごろ日ノ御埼南南西方沖で発見された後、揚収され、

医師により死亡推定時刻が３日１０時ごろと検案されたことから、１

０時ごろ船長が落水して溺死したものと推定される。 

 船長は、本船の機関が極微速力前進の状態であったこと及び船尾部

で魚を揚げる際に使用する先端に鉤の付いた棒が船内に無かったこと

から、ひき縄釣り漁の操業中に落水したものと考えられる。 
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原因  本事故は、本船が、和歌山下津港下津区を出航した後、操業中、船

長が落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・ブルワークの低い小型の漁船で操業する際は、十分に注意して落

水防止に努めること。 

 ・防水型又は防水パックに入れた携帯電話を常に携行し、緊急時の

連絡手段を確保すること。 
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和歌山県 

大阪府 

兵庫県 

日ノ御埼 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山下津港外港 

本船発見場所 

（令和２年２月３日 

 １８時１８分ごろ発見） 

船長発見場所 

（令和２年２月５日 

 ０９時２０分ごろ発見） 

 

和歌山市 

× 

本船の出航場所 

和歌山下津港 

下津区 

田ノ浦漁港 

× 

海南市 


